
①通報（第９条第１項）
②受理通知、報告（第９条第２項）
③予備調査チーム設置（委員長）（第１２条第２項）
④予備調査実施（第１２条第１項）
⑤結果報告（第１２条第４項）
⑤’本調査を行うか否かを決定（第１２条第５項）
⑥本調査開始通知、指示、報告（第１３条第２項）
⑥’本調査チーム設置（第１３条第３項）
⑦本調査実施（第１３条第１項）
⑧結果報告（第１3条第10項）
⑨審査・認定（第１４条第1・２・３項）
⑩調査結果報告（第１５条第１項）
⑪調査結果公表、資金使用中止命令、処分、論文取下げ、求償・返還、名誉回復措置等（第１８、２０、２１条）
※その他　不服申し立て手続き（通報者、被通報者共に）
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査
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調 査 委 員 会
・統括管理責任者（研究を担当する理事）

・部局責任者のうち最高管理責任者が指名する者

・その他最高管理責任者が指名する者

研究活動における不正行為への対応に関する流れ図

通 報 者

通報窓口
事務局企画課研究支援係

予備調査チーム
・統括管理責任者

・その他委員長が認めた者

本調査チーム

・統括管理責任者

・通報された当該事案に関わる研究

分野に係る機構外の研究者

・その他委員長が認めた者
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資金配分機関
①
通
報

③
設
置

④
予
備
調
査
実

施

部局責任者

（機関の長）
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（機構長）
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⑪調査結果公表他

②報告

統括管理責任者
（研究を担当する理事）

（財務を担当する理事）

⑤’本調査を行うか

否かを決定

⑥⑩本調査

開始・結果報告
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②報告

②受理通知


